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規 則

北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
平成２３年３月２５日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１２号

北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則
北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成１６年北海道規則第３３
号）の一部を次のように改正する。
別表第１北海道税条例（昭和２５年北海道条例第５６号）の項中「（納付に係る部分を除
く。）及び第４１条第１項（納付に係る部分を除く。）」を「、第４１条第１項及び第４６条の６
（これらの規定のうち申告に係る部分に限る。）」に改め、同項の次に次のように加える。

北海道地方卸売市場条例（昭和４６年北海道条例第５０号） 第６条及び第２０条

別表第１に次のように加える。

北海道循環資源利用促進税条例（平成１７年北海道条例第１２４
号）

第８条第１項並びに第１２
条第１項及び第３項（こ
れらの規定のうち申告に
係る部分に限る。）

北海道地球温暖化防止対策条例（平成２１年北海道条例第５７ 第１３条第１項、第３項及

号） び第４項、第１４条、第２５
条第１項、第３項及び第
４項並びに第２９条各項

別表第２を次のように改める。
別表第２（第１０条関係）

規 則 名 手続等の根拠規定

温泉法施行細則（昭和２３年北海道規則第１５６号） 第１２条

北海道屋外広告物条例施行規則（昭和２６年北海道規則第１７
号）

第２４条の３

と畜場法施行細則（昭和２８年北海道規則第２１８号） 第７条及び第８条

北海道税条例施行規則（昭和２９年北海道規則第９８号） 第４１条の６

北海道青少年健全育成条例施行規則（昭和３０年北海道規則
第２８号）

第５条第６項

毒物及び劇物取締法施行細則（昭和３１年北海道規則第３５
号）

第１２条の２第２項

災害救助法施行細則（昭和３１年北海道規則第１４２号） 第３８条第２項

北海道立開拓記念館管理規則（昭和４６年北海道規則第２７
号）

第８条第１項

医療法施行細則（昭和４６年北海道規則第８４号） 第１６条、第２８条、第３１条
及び第３４条の３

北海道地方卸売市場条例施行規則（昭和４６年北海道規則第
１１５号）

第７条及び第８条

北海道公害防止条例施行規則（昭和４７年北海道規則第７２
号）

第１６条（氏名等変更届出
書に係る部分に限る。）
及び第１７条

森林組合法施行細則（昭和５４年北海道規則第８号） 第９条、第１１条及び第１２
条各項

化製場等に関する法律施行細則（昭和５９年北海道規則第
１０３号）

第１５条

租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関す
る規則（昭和６２年北海道規則第１２号）

第７条

北海道立心身障害者総合相談所管理規則（昭和６２年北海道
規則第７５号）

第４条第１項
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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
（平成３年北海道規則第３１号）

第８条

北海道立アイヌ総合センター条例施行規則（平成３年北海
道規則第９５号）

第４条第１項

北海道社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付条例施行規
則（平成５年北海道規則第２５号）

第６条（同条第６号に係
る部分に限る。）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（平成６年北
海道規則第２０号）

第５条第８項、第７条第
２項及び第２０条第２項

北海道林地開発許可に関する規則（平成１２年北海道規則第
４８号）

第５条及び第７条第３項

北海道動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平成１３
年北海道規則第１０９号）

第５条各項

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成
１５年北海道規則第５８号）

第７条第１項、第１１条及
び第１８条

北海道地球温暖化防止対策条例施行規則（平成２１年北海道
規則第１０５号）

第２０条及び第２５条

附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成２３年３月２８日から施行する。
（食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正）
２ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則（平成３年北海道規則第３１
号）の一部を次のように改正する。
第１８条に次の１項を加える。
２ 前項の規定にかかわらず、北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する
規則（平成１６年北海道規則第３３号）第９条の規定によりその例によることとされる北海
道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１６年北海道条例第４
号）第３条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第８条の届
出がされた場合には、前項に規定する部数の届出書の提出があったものとみなす。
（租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則の一部改正）
３ 租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則（昭和６２年北海道規則
第１２号）の一部を次のように改正する。
第１０条に次の１項を加える。
２ 前項の規定にかかわらず、北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する
規則（平成１６年北海道規則第３３号）第９条の規定によりその例によることとされる北海

道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１６年北海道条例第４
号）第３条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第７条の規
定による届出がされた場合には、前項に規定する部数の届出書の提出があったものとみ
なす。

北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年３月２５日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１３号

北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則
北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則（昭和４３年北海道規則第４０号）の一部を
次のように改正する。
別表第１の４の項から６の項までを次のように改める。

４ 負担金、交付金、補償金又は賠償金に係る支出
の原因となるべき契約その他の行為（総務部長の
指定するものに限る。）

総務部長（総務部
長の指定するもの
にあっては、財政
課長）

５ １件の金額が３００万円以上の支出の原因となる
べき契約その他の行為（前号に掲げるもの、固定
資産の取得に係るもの、償還金（企業債に係るも
のに限る。）に係るもの及び融通を受けた現金又
は一時借入金に係る利子に係るものを除き、か
つ、総務部長の指定するものに限る。）

総務部長（総務部
長の指定するもの
にあっては、財政
課長）

６ １件の金額が５００万円以上の固定資産の取得又
は処分

総務部長（１件の
金額が７，０００万円未
満のものにあって
は、財政課長）

第２２号様式その１（第１葉）中「納 入 通 知 書」を「納入通知書及び領収
証書○公」に、
「

」
を取りまとめ

金融機関

「

」

に改め、同
加入者名 北海道病院事業会計管理者 振替口座

取りまとめ金融機関
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様式その１（第２葉）中「収 入 伝 票」を「収入伝票○公」に、
「

」
を取りまとめ

金融機関

「

」

に、
加入者名 北海道病院事業会計管理者 振替口座

取りまとめ金融機関

「

」

を

「

」

に改め、同様式その１（第３葉）中「領 収 済 通 知 書」を「領収

（
第
一
次
収
納
金
融
機
関
保
存
）

（
第
一
次
収
納
金
融
機
関

受

付

局
保
存
）

済通知書○公」に、
「

」
を取りまとめ

金融機関

「

」

に改め、同

加入者名 北海道病院事業会計管理者 振替口座

取りまとめ金融機関

取りまとめ店

様式その１（第４葉）中
「

」を
調 定 票

「

」

に改め、同調 定 票

様式末尾欄外注１の事項中「に作成し、各葉をプリテングカーボンペーパーとする」を「に

より作成する」に改め、同様式その２表紙（表面）中「医事課」を「庶務課（子ども総合医
療・療育センターにあっては、企画総務課）」に改め、同様式その２表紙（裏面）中
「

」

を

納入通知書及び領収証書

取りまとめ
金 融 機 関

納入者
様

「

」

に改め、同様式その２中

納入通知書及び領収証書○公
加 入 者 名 北海道病院事業会計管理者
振 替 口 座
取りまとめ金融機関
納入者 様

「（道病院） 収 入 伝 票

」

を取 り ま と め
金 融 機 関

「（道病院） 収入伝票○公

」

に、
加入者名 北海道病院事業会計管理者 振替口座

取りまとめ金融機関

「

」

を

「

」

に、

（
第
一
次
収
納
金
融
機
関
保
存
）

（
第
一
次
収
納
金
融
機
関

受

付

局
保
存
）

「（道病院） 領 収 済 通 知 書

を取 り ま と め
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金 融 機 関
」

「（道病院） 領収済通知書○公

」

に改め
加入者名 北海道病院事業会計管理者 振替口座

取りまとめ金融機関

取りまとめ店

る。
第２５号様式末尾欄外注１の事項中「プリテングカーボンペーパーとする」を「複写式によ
り作成する」に改める。
第３２号様式その１末尾欄外注１の事項中「プリテングカーボンペーパーを使用する」を
「複写式により作成する」に改める。
第３４号様式注の事項中「プリテングカーボンペーパーとする」を「複写式により作成す
る」に改める。
第４０号様式末尾欄外注の事項中「複写式に作成し、各葉をプリテングカーボンペーパーと
する」を「各葉を複写式により作成する」に改める。
第４０号様式の２（第１葉）中「納 付 書」を「納付書及び領収証書

○公」に、
「

」
を取りまとめ

金 融 機 関

「

」

に、
加入者名 北海道病院事業会計管理者 振替口座

取りまとめ金融機関

「

」

を

「

」

に改め、同様式（第２葉）中「収 入 伝 票」を「収入伝

１

（
納
入
者
用
）

１

票○公」に、
「

を取りまとめ

金 融 機 関
」

「

」

に、
加入者名 北海道病院事業会計管理者 振替口座

取りまとめ金融機関

「

」

を

「

」

に改め、同様式（第３葉）中「領 収 済 通 知 書」を「領収済通知

（
第
一
次
収
納
金
融
機
関
保
存
）

（
第
一
次
収
納
金
融
機
関

受

付

局
保
存
）

書○公」に、
「

」
を取りまとめ

金 融 機 関

「

」

に改

加入者名 北海道病院事業会計管理者 振替口座

取りまとめ金融機関

取りまとめ店

める。
附 則

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道病院事業の財務に関する特例を
定める規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による
改正後の北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、
必要な調整をして使用することを妨げない。

北海道屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年３月２５日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１４号
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北海道屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
北海道屋外広告物条例施行規則（昭和２６年北海道規則第１７号）の一部を次のように改正す
る。
第９条の２に次の１項を加える。
２ 前項の規定にかかわらず、北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規
則（平成１６年北海道規則第３３号）第９条の規定によりその例によることとされる北海道行
政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１６年北海道条例第４号）第３
条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の届出がされた場
合には、同項に規定する通数の書面の提出があったものとみなす。
附 則

この規則は、平成２３年３月２８日から施行する。
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